
泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項及び食育基本法（平成１７年法律第６

３号）第１８条に基づき、泉佐野市健康増進計画・食育推進計画（以下「計画」という。）を策定する

ため、泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 （１）計画の策定に関すること。 

 （２）その他設置目的の達成に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１）学識経験者 

 （２）保健及び医療関係者 

 （３）地域団体関係者 

 （４）事業所団体関係者 

 （５）教育関係者 

 （６）市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定の日までとする。ただし、欠員が生じた場合における

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長）、 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は委員長が招集する。ただし、最初に開かれる会議につ

いては、本条の規定にかかわらず、市長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取） 

第７条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことが

できる。 

資料６ 



（秘密の保持） 

第８条 委員は、会議において知り得た個人の情報を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 

この要綱は、令和元年１０月１１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



組織（第３条関係） 

泉佐野市健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員構成 

 

委員は、次の者及び団体から推薦される者により構成する。  

１ 学識経験者（健康増進） 

２ 学識経験者（食育推進） 

３ 泉佐野市保健対策推進協議会 

４ 泉佐野市保健対策推進協議会 

５ 泉佐野泉南医師会 

６ 泉佐野泉南歯科医師会 

７ 泉佐野薬剤師会 

８ 大阪がん循環器病予防センター 

９ 泉佐野市社会福祉協議会 

10 泉佐野市民生委員児童委員協議会 

11 泉佐野市長生会連合会 

12 泉佐野市PTA連絡協議会 

13 泉佐野市食生活改善推進協議会 

14 いずみさのみんなの健康づくり応援団 

15 大阪府泉佐野保健所管内泉佐野地区公衆衛生協力会 

16 大阪府泉佐野保健所 

17 泉佐野漁業協同組合 

18 大阪泉州農業協同組合 

19 泉佐野市地域活動栄養士会“ビーンズ” 

20 泉佐野市民間保育協議会 

 

 

  


